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   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３，７６１，７４９千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  
   （債務負担行為）
第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

   （地方債）
第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、
　「第３表　地方債」による。

   （一時借入金）
第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，４００，０００千円と定める。

   （歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
　

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの一一般般会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。
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第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 市　　　税 ７，３４３，０４７

  1. 市　民　税 ３，３１３，８４５

  2. 固定資産税 ３，４７７，８３９

  3. 軽自動車税 １４９，６１７

  4. たばこ税 ３９６，６８２

  5. 入湯税 ５，０６４

  2. 地方譲与税 １４０，３２８

  1. 自動車重量譲与税 ９０，７９６

  2. 地方揮発油譲与税 ３０，６１４

  3. 森林環境譲与税 １８，９１８

  3. 利子割交付金 ２，６４１

  1. 利子割交付金 ２，６４１

  4. 配当割交付金 ３２，８４１

  1. 配当割交付金 ３２，８４１

  5. 株式等譲渡所得割交付金 ３９，７７２
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単位：千円

款 項 金                   額

  1. 株式等譲渡所得割交付金 ３９，７７２

  6. 法人事業税交付金 ７６，４９５

  1. 法人事業税交付金 ７６，４９５

  7. 地方消費税交付金 １，２６０，５６２

  1. 地方消費税交付金 １，２６０，５６２

  8. ゴルフ場利用税交付金 ４４，４２５

  1. ゴルフ場利用税交付金 ４４，４２５

  9. 環境性能割交付金 １９，１４６

  1. 環境性能割交付金 １９，１４６

 10. 地方特例交付金 ４１，１６７

  1. 地方特例交付金 ４１，１６７

 11. 地方交付税 ３，３７９，３１２

  1. 地方交付税 ３，３７９，３１２

 12. 交通安全対策特別交付金 ７，８０８

  1. 交通安全対策特別交付金 ７，８０８
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単位：千円

款 項 金                   額

 13. 分担金及び負担金 １３２，３５３

  1. 分　担　金 ２，６００

  2. 負　担　金 １２９，７５３

 14. 使用料及び手数料 ２２０，７１７

  1. 使　用　料 ５４，１６２

  2. 手　数　料 １６６，５５５

 15. 国庫支出金 ４，８６６，７３３

  1. 国庫負担金 ４，０２１，８１４

  2. 国庫補助金 ８２８，２１８

  3. 国庫委託金 １６，７０１

 16. 県支出金 １，９４０，９２６

  1. 県負担金 １，３９６，６５５

  2. 県補助金 ５２９，５０５

  3. 県委託金 １４，７６６

 17. 財産収入 ３３，７９７
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単位：千円

款 項 金                   額

  1. 財産運用収入 ２９，７９７

  2. 財産売払収入 ４，０００

 18. 寄　附　金 ６９４，０００

  1. 寄　附　金 ６９４，０００

 19. 繰　入　金 １，７４３，１２５

  1. 繰　入　金 １，７４３，１２５

 20. 繰　越　金 ８０，０００

  1. 繰　越　金 ８０，０００

 21. 諸　収　入 ３０３，３５４

  1. 延滞金、加算金及び過料 ４，２９４

  2. 預金利子 １，０００

  3. 貸付金元利収入 ４０，０００

  4. 雑　　　入 ２５８，０６０

 22. 市　　　債 １，３５９，２００

  1. 市　　　債 １，３５９，２００
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単位：千円

款 項 金                   額

歳               入               合               計 ２３，７６１，７４９
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歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 議　会　費 １９５，２８８

  1. 議　会　費 １９５，２８８

  2. 総　務　費 ３，０４２，０８０

  1. 総務管理費 ２，０１０，１００

  2. 徴　税　費 ２８７，７９７

  3. 戸籍住民基本台帳費 １４６，６２６

  4. 選　挙　費 １４，０２２

  5. 統計調査費 ９，０９２

  6. 監査委員費 １２，５１９

  7. 企　画　費 ４４５，８８５

  8. まちづくり費 １１６，０３９

  3. 民　生　費 ９，３０９，８３２

  1. 社会福祉費 ３，２１９，８２９

  2. 児童福祉費 ４，８２７，２６４

  3. 生活保護費 １，２６２，２８２
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単位：千円

款 項 金                   額

  4. 災害救助費 ４５７

  4. 衛　生　費 １，７７４，９７２

  1. 保健衛生費 １，７７４，９７２

  5. 農林水産業費 ２９２，３７０

  1. 農　業　費 ２３２，１４４

  2. 林　業　費 ５９，３２６

  3. 地　理　費 ９００

  6. 商　工　費 ２６５，６２５

  1. 商　工　費 １１５，０５２

  2. 観光事業費 １５０，５７３

  7. 土　木　費 ９７３，６７０

  1. 土木管理費 ２７，０９６

  2. 道路橋梁費 ３３６，０２７

  3. 河　川　費 ９４，００８

  4. 都市計画費 ４８３，８５８
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単位：千円

款 項 金                   額

  5. 住　宅　費 ３２，６８１

  8. 消　防　費 ８８９，２３２

  1. 消　防　費 ８８９，２３２

  9. 教　育　費 ４，３３２，４７７

  1. 教育委員会費 ９２２，５１０

  2. 学校教育費 ７７２，２４２

  3. 小学校費 ６６３，７４２

  4. 中学校費 ３９５，５３４

  5. 幼稚園費 １９７，７８２

  6. 小中学校分校費 ３，１３７

  7. 社会教育費 １，３７７，５３０

 10. 災害復旧費 １，０００

  1. 災害応急復旧費 １，０００

 11. 公　債　費 １，２６９，３６８

  1. 公　債　費 １，２６９，３６８
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単位：千円

款 項 金                   額

 12. 諸支出金 １，３４５，１６２

  1. 繰　出　金 １，３４５，１６２

 13. 予　備　費 ７０，６７３

  1. 予　備　費 ７０，６７３

歳               出               合               計 ２３，７６１，７４９
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　　　　　　　　　　　　　　　　第第  ２２  表表　　　　債債　　務務　　負負　　担担　　行行　　為為

単位：千円

事　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

本会議会議録作成業務委託料 2,451

印刷製本費（住民税・軽自動車税納税通知書等） 546

納付書ブッキング・封入等業務委託料（市民税） 3,009

給報等及び確定申告書データ作成業務委託料 3,267

レセプト点検業務委託料（生活保護総務費） 2,465

ゼロカーボン推進支援業務委託料 5,390

農業振興地域整備計画策定業務委託料 3,718

小学校入学記念品購入費 702

設計建設モニタリング業務委託料（総合運動公
園）

26,035

令和9年度

令和8年度～令和9年度

令和9年度～令和10年度

令和8年度～令和9年度

令和8年度～令和9年度

令和8年度～令和9年度

令和8年度～令和9年度

令和9年度～令和13年度

令和9年度～令和10年度

－ 12 －

単位：千円

款 項 金                   額

 12. 諸支出金 １，３４５，１６２

  1. 繰　出　金 １，３４５，１６２

 13. 予　備　費 ７０，６７３

  1. 予　備　費 ７０，６７３

歳               出               合               計 ２３，７６１，７４９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

起    債    の    目    的 起  債  の  方  法 利    率 償    還    の    方    法限  度  額

防災対策事業債（西畑川改修事業） 88,600

証書借入

又は

証券発行

　政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合にはその債権者と協定する
ものによる。
  ただし、市財政の都合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

公営住宅建設事業債（市営住宅長寿命化対策事業） 17,500

公共事業等債（総合運動公園整備事業） 80,000

公共事業等債（大万寺裏遺跡群等発掘調査事業） 20,900

公共施設等適正管理推進事業債（社会体育施設トイレ洋式化） 4,800
4.0%

以　内
公共施設等適正管理推進事業債（中央公民館屋上等防水改修） 13,700

公共施設等適正管理推進事業債（ミリカローデン那珂川エレベー
ター改修）

28,000

学校教育施設等整備事業債（小学校体育館空調設備整備事業） 265,600

学校教育施設等整備事業債（中学校体育館空調設備整備事業） 197,900

公共施設等適正管理推進事業債（エコピア・なかがわ改修事業） 265,800

　(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

上水道事業債（一般会計出資債） 7,400

公共施設等適正管理推進事業債（華石苑照明ＬＥＤ改修） 9,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

起    債    の    目    的 起  債  の  方  法 利    率 償    還    の    方    法

第第　　３３　　表表                地地　　方方　　債債

限  度  額

デジタル活用推進事業債（統合型・公開型ＧＩＳシステム導入） 21,500

証書借入

又は

証券発行

　政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合にはその債権者と協定する
ものによる。
  ただし、市財政の都合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

公共事業等債（市道西川原仲線道路改良事業） 4,400

公共事業等債（橋梁長寿命化対策事業） 25,800

公共施設等適正管理推進事業債（道路改修事業） 56,400

4.0%

以　内
公共事業等債（大型カルバート長寿命化対策事業） 2,000

公共事業等債（都市公園施設整備事業） 25,100

公共施設等適正管理推進事業債（都市公園長寿命化対策事業） 43,100

公共施設等適正管理推進事業債（博多南駅前ビル照明ＬＥＤ改
修）

2,000

公共施設等適正管理推進事業債（博多南駅前ビルトイレ洋式化） 4,700

　(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

公共施設等適正管理推進事業債（博多南駅前ビル高圧電気設
備等更新）

4,400

緊急浚渫推進事業債（河川浚渫事業） 3,800

－ 16 －



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

起    債    の    目    的 起  債  の  方  法 利    率 償    還    の    方    法限  度  額

防災対策事業債（西畑川改修事業） 88,600

証書借入

又は

証券発行

　政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合にはその債権者と協定する
ものによる。
  ただし、市財政の都合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

公営住宅建設事業債（市営住宅長寿命化対策事業） 17,500

公共事業等債（総合運動公園整備事業） 80,000

公共事業等債（大万寺裏遺跡群等発掘調査事業） 20,900

公共施設等適正管理推進事業債（社会体育施設トイレ洋式化） 4,800
4.0%

以　内
公共施設等適正管理推進事業債（中央公民館屋上等防水改修） 13,700

公共施設等適正管理推進事業債（ミリカローデン那珂川エレベー
ター改修）

28,000

学校教育施設等整備事業債（小学校体育館空調設備整備事業） 265,600

学校教育施設等整備事業債（中学校体育館空調設備整備事業） 197,900

公共施設等適正管理推進事業債（エコピア・なかがわ改修事業） 265,800

　(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

上水道事業債（一般会計出資債） 7,400

公共施設等適正管理推進事業債（華石苑照明ＬＥＤ改修） 9,000
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

起    債    の    目    的 起  債  の  方  法 利    率 償    還    の    方    法限  度  額

計 1,359,200

公共施設等適正管理推進事業債（華石苑火葬炉更新事業） 73,800

公共施設等適正管理推進事業債（保健センタートイレ洋式化） 2,300

4.0%

以　内

公共事業等債（南面里大池改修事業）

証書借入

又は

証券発行

11,500

公共事業等債（一の井堰改修事業） 5,100

一般単独事業債（裂田水路護岸改修事業） 2,700
　政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合にはその債権者と協定する
ものによる。
  ただし、市財政の都合により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

社会福祉施設整備事業債（学童保育所トイレ洋式化） 1,700

公共施設等適正管理推進事業債（シルバー人材センタートイレ洋
式化）

700

公共施設等適正管理推進事業債（福祉センター照明ＬＥＤ改修） 34,400

こども・子育て支援事業債（学童保育所トイレ洋式化） 26,700

公共施設等適正管理推進事業債（四季彩館屋根補修事業） 7,900

　(ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）
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   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，８３２，１６７千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  
   （債務負担行為）
第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

   （一時借入金）
第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２５０，０００千円と定める。

   （歳出予算の流用）
第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　総務費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（２）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの国国民民健健康康保保険険事事業業特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

-3-
－ 21 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 国民健康保険税 ９６２，２０３

  1. 国民健康保険税 ９６２，２０３

  2. 使用料及び手数料 １６

  1. 使用料及び手数料 １６

  3. 国庫支出金 １

  1. 国庫補助金 １

  4. 県支出金 ３，３９３，５１０

  1. 県負担金・補助金 ３，３９３，５１０

  5. 繰　入　金 ４５７，３７９

  1. 一般会計繰入金 ４５７，３７９

  6. 繰　越　金 １

  1. 繰　越　金 １

  7. 諸　収　入 １９，０５７

  1. 延滞金、加算金及び過料 ６，８１２

  2. 雑　　　入 １２，２４５

－ 22 －



単位：千円

款 項 金                   額

歳               入               合               計 ４，８３２，１６７

－ 5 －－ 23 －



－ 6 －

歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総　務　費 ９２，５９５

  1. 総務管理費 ７２，５０８

  2. 徴　税　費 １９，７８９

  3. 運営協議会費 ２９８

  2. 保険給付費 ３，３２５，０８１

  1. 療養諸費 ２，８６３，１２５

  2. 高額療養費 ４４１，６４７

  3. 移　送　費 １

  4. 出産育児諸費 １８，５０８

  5. 葬祭諸費 １，８００

  3. 国民健康保険事業費納付金 １，３３４，９１１

  1. 医療給付費分 ８９９，３３０

  2. 後期高齢者支援金等分 ３１８，３６９

  3. 介護納付金分 １１７，２１２

  4. 財政安定化基金拠出金 １

－ 24 －



－ 6 －

歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総　務　費 ９２，５９５

  1. 総務管理費 ７２，５０８

  2. 徴　税　費 １９，７８９

  3. 運営協議会費 ２９８

  2. 保険給付費 ３，３２５，０８１

  1. 療養諸費 ２，８６３，１２５

  2. 高額療養費 ４４１，６４７

  3. 移　送　費 １

  4. 出産育児諸費 １８，５０８

  5. 葬祭諸費 １，８００

  3. 国民健康保険事業費納付金 １，３３４，９１１

  1. 医療給付費分 ８９９，３３０

  2. 後期高齢者支援金等分 ３１８，３６９

  3. 介護納付金分 １１７，２１２

  4. 財政安定化基金拠出金 １

単位：千円

款 項 金                   額

  1. 財政安定化基金拠出金 １

  5. 保健事業費 ６１，０５６

  1. 保健事業費 １３，１７８

  2. 特定健康診査等事業費 ４７，８７８

  6. 基金積立金 １

  1. 基金積立金 １

  7. 公　債　費 １

  1. 公　債　費 １

  8. 諸支出金 ３，８１８

  1. 償還金及び還付加算金 ３，８１８

  9. 予　備　費 １４，７０３

  1. 予　備　費 １４，７０３

歳               出               合               計 ４，８３２，１６７

－ 7 －－ 25 －



　　　　　　　　　　　　　　　　第第  ２２  表表　　　　債債　　務務　　負負　　担担　　行行　　為為

単位：千円

事　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

レセプト点検業務委託料 20,295令和8年度～令和13年度

－ 26 －



議案第２４号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市介護保険事業特別会計予算

n821
テキスト ボックス
- 27 -




－ 2 －－ 28 －



   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，８６７，４４３千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  
   （一時借入金）
第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

   （歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　総務費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（２）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

-1-
－ 29 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 保険料 ９１２，４０３

  1. 介護保険料 ９１２，４０３

  2. 使用料及び手数料 １

  1. 手数料 １

  3. 国庫支出金 ７４６，３５９

  1. 国庫負担金 ６２７，９８２

  2. 国庫補助金 １１８，３７７

  4. 支払基金交付金 ９８０，８０７

  1. 支払基金交付金 ９８０，８０７

  5. 県支出金 ５４４，３３９

  1. 県負担金 ５０３，３３４

  2. 県補助金 ４１，００５

  6. 繰入金 ６７９，０４１

  1. 一般会計繰入金 ６３４，０４１

  2. 基金繰入金 ４５，０００

－ 30 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 保険料 ９１２，４０３

  1. 介護保険料 ９１２，４０３

  2. 使用料及び手数料 １

  1. 手数料 １

  3. 国庫支出金 ７４６，３５９

  1. 国庫負担金 ６２７，９８２

  2. 国庫補助金 １１８，３７７

  4. 支払基金交付金 ９８０，８０７

  1. 支払基金交付金 ９８０，８０７

  5. 県支出金 ５４４，３３９

  1. 県負担金 ５０３，３３４

  2. 県補助金 ４１，００５

  6. 繰入金 ６７９，０４１

  1. 一般会計繰入金 ６３４，０４１

  2. 基金繰入金 ４５，０００

単位：千円

款 項 金                   額

  7. 繰越金 ３，５３２

  1. 繰越金 ３，５３２

  8. 諸収入 １６１

  1. 延滞金、加算金及び過料 １１３

  2. 雑入 ４８

  9. 財産収入 ８００

  1. 財産運用収入 ８００

歳               入               合               計 ３，８６７，４４３

－ 5 －

－ 31 －



－ 6 －

歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 １１４，６１２

  1. 総務管理費 ８０，２５３

  2. 徴収費 ８，４１６

  3. 介護認定審査会費 ２５，９４３

  2. 保険給付費 ３，４８０，９７５

  1. 介護サービス等諸費 ３，１７０，４８２

  2. その他諸費 ２，２４６

  3. 高額介護サービス等費 ９２，０７５

  4. 特定入所者介護サービス等費 ６２，６３０

  5. 介護予防サービス等諸費 １３８，３７３

  6. 高額医療合算介護サービス等諸費 １５，１６９

  3. 地域支援事業費 ２６６，２４２

  1. 介護予防・生活支援サービス事業費 １１４，１７６

  2. 一般介護予防事業費 ３７，２６０

  3. 包括的支援事業・任意事業費 １１４，５４７

－ 32 －



－ 6 －

歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 １１４，６１２

  1. 総務管理費 ８０，２５３

  2. 徴収費 ８，４１６

  3. 介護認定審査会費 ２５，９４３

  2. 保険給付費 ３，４８０，９７５

  1. 介護サービス等諸費 ３，１７０，４８２

  2. その他諸費 ２，２４６

  3. 高額介護サービス等費 ９２，０７５

  4. 特定入所者介護サービス等費 ６２，６３０

  5. 介護予防サービス等諸費 １３８，３７３

  6. 高額医療合算介護サービス等諸費 １５，１６９

  3. 地域支援事業費 ２６６，２４２

  1. 介護予防・生活支援サービス事業費 １１４，１７６

  2. 一般介護予防事業費 ３７，２６０

  3. 包括的支援事業・任意事業費 １１４，５４７

単位：千円

款 項 金                   額

  4. その他諸費 ２５９

  4. 公債費 １

  1. 公債費 １

  5. 基金積立金 ８００

  1. 基金積立金 ８００

  6. 予備費 ４，８１３

  1. 予備費 ４，８１３

歳               出               合               計 ３，８６７，４４３

－ 7 －

－ 33 －



－ 34 －



議案第２５号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市後期高齢者医療特別会計予算

n821
テキスト ボックス
- 35 -




－ 36 －



   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０１４，３１３千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

   （一時借入金）
第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

－ 37 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 高齢者医療保険料 ７５４，６７２

  1. 高齢者医療保険料 ７５４，６７２

  2. 繰入金 ２２３，１４９

  1. 一般会計繰入金 ２２３，１４９

  3. 諸収入 ３８４

  1. 延滞金加算金及び過料 ３３

  2. 雑入 ５１

  3. 償還金及び還付加算金 ３００

  4. 繰越金 ３６，１０８

  1. 繰越金 ３６，１０８

歳               入               合               計 １，０１４，３１３

－ 38 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 高齢者医療保険料 ７５４，６７２

  1. 高齢者医療保険料 ７５４，６７２

  2. 繰入金 ２２３，１４９

  1. 一般会計繰入金 ２２３，１４９

  3. 諸収入 ３８４

  1. 延滞金加算金及び過料 ３３

  2. 雑入 ５１

  3. 償還金及び還付加算金 ３００

  4. 繰越金 ３６，１０８

  1. 繰越金 ３６，１０８

歳               入               合               計 １，０１４，３１３

歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 ２２，０４７

  1. 総務管理費 １４，６２６

  2. 徴収費 ７，４２１

  2. 後期高齢者医療広域連合納付金 ９９１，８１５

  1. 後期高齢者医療広域連合納付金 ９９１，８１５

  3. 諸支出金 ４５０

  1. 償還金及び還付加算金 ４５０

  4. 予備費 １

  1. 予備費 １

歳               出               合               計 １，０１４，３１３

－ 5 －

－ 39 －



議議案案第第　　　　号号

令令和和８８年年２２月月２２６６日日

令令和和８８年年度度    那那珂珂川川市市岩岩戸戸財財産産区区特特別別会会計計予予算算

－ 40 －



議案第２６号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市岩戸財産区特別会計予算

n821
テキスト ボックス
- 41 -




－ 42 －



   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５５８千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの岩岩戸戸財財産産区区特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

－ 43 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 財産収入 １，１３２

  1. 財産運用収入 １，１３２

  2. 繰越金 ２５４

  1. 繰越金 ２５４

  3. 諸収入 １

  1. 雑入 １

  4. 繰入金 １，１７１

  1. 繰入金 １，１７１

歳               入               合               計 ２，５５８

－ 44 －



歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 １，７０９

  1. 総務管理費 １，７０９

  2. 諸支出金 ２４９

  1. 繰出金 ２４９

  3. 災害復旧費 ３００

  1. 災害応急復旧費 ３００

  4. 予備費 ３００

  1. 予備費 ３００

歳               出               合               計 ２，５５８

－ 5 －－ 45 －



－ 3 －

－ 46 －



議案第２７号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市安徳財産区特別会計予算

n821
テキスト ボックス
- 47 -




－ 48 －



   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，０９５千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの安安徳徳財財産産区区特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

－ 49 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 財産収入 １，９１６

  1. 財産運用収入 １，９１６

  2. 繰越金 ３１６

  1. 繰越金 ３１６

  3. 諸収入 １

  1. 雑入 １

  4. 繰入金 ５，８６２

  1. 繰入金 ５，８６２

歳               入               合               計 ８，０９５

－ 50 －



歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 １，６４８

  1. 総務管理費 １，６４８

  2. 諸支出金 ６，３４５

  1. 繰出金 ６，３４５

  3. 予備費 １０２

  1. 予備費 １０２

歳               出               合               計 ８，０９５

－ 5 －－ 51 －



－ 3 －

議議案案第第　　　　号号

令令和和８８年年２２月月２２６６日日

令令和和８８年年度度    那那珂珂川川市市南南畑畑財財産産区区特特別別会会計計予予算算

－ 52 －



議案第２８号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市南畑財産区特別会計予算

n821
テキスト ボックス
- 53 -




－ 54 －



   （歳入歳出予算）
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，４１５千円と定める。

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
  

令和８年２月２６日　提出

那珂川市長    武　末　茂　喜

令令和和８８年年度度那那珂珂川川市市のの南南畑畑財財産産区区特特別別会会計計予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

－ 55 －



－ 4 －

第１表    歳  入  歳  出　予  算
歳　入 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 財産収入 １，２６４

  1. 財産運用収入 １，２６４

  2. 繰越金 １，４２１

  1. 繰越金 １，４２１

  3. 諸収入 １

  1. 雑入 １

  4. 繰入金 ２，７２９

  1. 繰入金 ２，７２９

歳               入               合               計 ５，４１５

－ 56 －



歳　出 単位：千円

款 項 金                   額

  1. 総務費 ２，７８６

  1. 総務管理費 ２，７８６

  2. 諸支出金 １，６２９

  1. 繰出金 １，６２９

  3. 災害復旧費 ５００

  1. 災害応急復旧費 ５００

  4. 予備費 ５００

  1. 予備費 ５００

歳               出               合               計 ５，４１５

－ 5 －－ 57 －
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議案第２９号

令和８年２月２６日

令和８年度  那珂川市下水道事業会計予算

n821
テキスト ボックス
- 59 -




－ 60 －



第１条

第２条

　（１） m3

　（２） 排水戸数 戸
　（３） 主な建設改良費

マンホールポンプ更新工事等 千円

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円
千円
千円
千円

千円
千円
千円
千円
千円

第４条

千円
千円
千円
千円

　　第４項　　工事負担金 千円
　　第５項　　その他資本的収入 千円

令和８年度　那珂川市下水道事業会計予算

　　第２項　　国庫交付金

　 （収益的収入及び支出）

21,546

収　　　　　　入

　　第２項　　営業外費用

　 

2　　第３項　　特別損失
88,118

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額454,528千円は、当年度消費税及び

423,128

支　　　　　　出
　　第３項　　特別利益 2

第１款　　下水道事業費用
　　第１項　　営業費用

128,672
　　第１項　　企業債

　　　収　　　　　　入　　　

　　第４項　　予備費 500

　 （資本的収入及び支出）

　地方消費税資本的収支調整額51,131千円、減債積立金取崩額52,273千円、過年度分損益勘定留保資金351,124千円で補てんするものとする。）

1,026,001
937,381

1
1

第１款　　下水道事業資本的収入

　　第３項　　県補助金 754

293,700

　 （総則）

　　第２項　　営業外収益

令和８年度那珂川市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

156,469

年間処理水量 4,409,000

1,073,479第１款　　下水道事業収益

212,832

917,008　　第１項　　営業収益

　 （業務の予定量）

－ 61 －



千円
千円
千円
千円
千円

第５条

利　　率

第６条

第７条

（１） 70,268 千円

令和８年２月２６日 提出

支　　　　　　出

　 （企業債）

起　債　の　目　的 限　　度　　額

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

償　　　還　　　の　　　方　　　法起　債　の　方　法

第１款　　下水道事業資本的支出

2,000

　　第２項　　流域下水道費
　　第１項　　建設改良費

　　第３項　　企業債償還金

877,656

　　第４項　　予備費

45,785
285,606

544,265

職員給与費

　 （一時借入金）

　　議会の議決を経なければならない。

　　を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

　 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

年４％
以内

下水道事業
（建設改良）

293,700千円
証書借入又は

証券発行

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

　　　　　　　　　　　　　　那珂川市長　　武末　茂喜

　　場合にはその債権者と協定するものとする。
　　　ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限

　　　政府資金についてはその融資条件により、その他の

－ 62 －
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